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D-413 細胞診（婦人科材料等によるもの）の算定回数について 

 

《令和 7 年 5 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 子宮頸部と子宮腟部に対する N004 細胞診「1」婦人科材料等によるも

のの 2回の算定は、原則として認められない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 N004 細胞診は、厚生労働省通知※に「同一又は近接した部位より同時

に数検体を採取して標本作製を行った場合であっても、1回として算定す

る」旨記載されている。子宮頸部は、腟側に接する子宮腟部と子宮腔に向

かう頸管部で構成されており、これらは近接した部位に該当することから、

1回の算定が妥当と考えられる。 

 以上のことから、子宮頸部と子宮腟部に対する N004 細胞診「1」婦人

科材料等によるものの 2 回の算定は、原則として認められないと判断し

た。 

 

(※)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 

 


